
令和４年５月19日

環境省 自然環境局 総務課
動物愛護管理室

犬猫のマイクロチップ装着制度について
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マイクロチップ（MC）の装着等の義務化

①犬猫等販売業者へのMCの装着、情報登録の義務化

②MCを装着した犬猫を譲り受けた者については、変更登録の義務化

※犬猫販売業者以外については、装着は努力規定

③狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例

④都道府県等による所有者への指導・助言（努力義務）

⑤環境大臣による指定登録機関の指定

○MC装着に伴う犬の情報登録時には、求めにより市町村長に通知
○装着されたMCは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす

○環境大臣が指定する者に、登録等の業務を行わせることができる
○環境大臣は、事業計画の認可、立入検査等を行う

第39条の2～第39条の26
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①MC装着依頼

ブリーダー
（犬猫繁殖業者）

②MC装着

ペットショップ

所有者情報
登録DB

• 氏名及び住所
• 電話番号
• 犬又は猫の所在地
• MC識別番号
• その他環境省令で定める事項

指定登録機関

（家庭）飼い主

犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ（販売ルート）

⑤登録証明書の交付

⑪登録証明書の交付

⑧登録証明書の交付

MC情報登録の義務

手数料支払い300円

（紙申請の場合1,000円）

登録証明書

※MC装着証明書を添付する

⑦所有者の変更登録

⑩所有者の変更登録

④登録申請

登録内容変更の届出
（住所変更、死亡時等）

狂犬病予防法の特例に関する通知

※市区町村長の「求め」があるとき

MC装着の義務

MC情報変更登録の義務

※手数料支払い300円

（紙申請の場合1,000円）

⑥譲渡し ⑨譲渡し

都道府県等
（動物愛護担当部局）

指導・助言

【犬に装着されているMCを狂犬病予防法上の鑑札とみなす】

③MC装着証明書の発行

※譲渡しは、登録証明書
とともに行う

登録、変更登録等された際にその旨を通知※

登録証明書

※譲渡しは、登録証明書
とともに行う

市区町村
（狂犬病予防法上の犬の登録担当部局）

MC情報変更登録の義務

手数料支払い300円

（紙申請の場合1,000円）
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獣医師・愛玩動物看護師

MC装着の義務 ※

※未装着の場合



ブリーダー
（犬猫繁殖業者）

ペットショップ 飼い主（家庭）

MC情報登録の義務

登録証明書

MC装着の義務

MC情報変更登録の義務

③譲渡し ⑥譲渡し

※譲渡しは、登録証明
書とともに行う

登録証明書

※譲渡しは、登録証明
書とともに行うMC情報変更登録の義務

所有者情報
登録DB

指定登録機関

②登録証明書の交付

⑧登録証明書の交付

⑤登録証明書の交付
※装着証明書添付

①登録申請

：変更登録の申請に「マイクロチップの識別番号」と登録証明書記載の「暗証記号」が必要。

：犬猫とともに識別番号と暗証記号等が記載された登録証明書を譲り渡す必要がある。
（新法第39条の５第９項）

④変更登録の申請

発行後（ペットショップの変更登録後）には記載の「暗証記号」は使用できない。

発行後（飼い主の変更登録後）には記載の「暗証記号」は使用できない。

：

：
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犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ（詳細）

⑦変更登録の申請



登録証明書
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犬猫等販売業者が取得した犬又は猫へのマイクロチップ（MC）装着の義務

改正法施行日である令和４年６月１日から、犬猫等販売業者であるブリーダーやペットショッ
プが取得した犬又は猫に対して、MCの装着が義務となり、環境省データベースへの登録も
義務となります。【手数料300円（紙申請1,000円）】
改正法施行日前に、犬猫等販売業者であるブリーダーやペットショップが民間事業者のデー
タベースに犬又は猫の情報を登録をしていた場合、令和４年６月30日までに環境省データ
ベースへの登録が義務になります。【手数料なし】

令和４年６月１日

取得した日から30日を経過する日まで
（取得した日が90日齢以内であれば120日齢まで）
販売する日まで

いずれか早い日
までにMC装着

装着した日から30日を経過する日まで

販売する日まで

いずれか早い
日までに登録

※手数料300円（紙申請1,000円）

（令和４年６月１日前に）MCを装着

民間事業者に登録（例：AIPO、Fam、JKC等）

※手数料なし

環境省データベースに移行登録

令和４年１月

※義務

環境省データベースに登録

※義務
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※ 犬猫等販売業者は６/30までに登録義務



犬猫所有者のMC装着・情報登録の流れ（販売ルート以外）

MC装着の努力義務

獣医師・愛玩動物看護師

所有者変更登録の義務

手数録料支払い300円

（紙申請の場合1,000円）

①MC装着依頼

②MC装着

③MC装着証明書の発行

登録内容変更の届出
（住所変更、死亡届等）

登録証明書

※譲渡しは、登録証明書とともに行う

※MC装着証明書を添付する

④MC登録申請

⑤登録証明書の交付

⑥譲渡し

⑦所有者の変更登録 ⑧登録証明書の交付

MC情報登録の義務

手数料支払い300円

（紙申請の場合1,000円）

動物愛護団体
飼い主

（家庭）飼い主

所有者情報
登録DB

指定登録機関

• 氏名及び住所
• 電話番号
• 犬又は猫の所在地
• MC識別番号
• その他環境省令で定める事項

※MCを装着した場合には、指定登録機関へ必ず登録

狂犬病予防法の特例に関する通知

※市区町村長の「求め」があるとき

【犬に装着されているMCを狂犬病予防法上の鑑札とみなす】

登録、変更登録等された際にその旨を通知※

市区町村
（狂犬病予防法上の犬の登録担当部局）
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犬猫等販売業者以外の者が取得した犬又は猫へのMC装着の努力義務

改正法施行日である令和４年６月１日から、犬猫等販売業者以外の者が取得した犬又は猫
に対して、MCの装着が努力義務となり、当該努力義務に基づきMCを装着した場合には環
境省データベースへの登録が義務となります。【手数料300円（紙申請1,000円）】
改正法施行日前に、犬猫等販売業者以外の者が民間事業者のデータベースに犬又は猫の
情報を登録をしていた場合には、環境省データベースへの登録は任意になります。【手数料
なし】

令和４年６月１日

MC装着の努力義務

装着した日から30日を経過する日まで

譲渡しの日まで

いずれか早い
日までに登録

※手数料300円（紙申請1,000円）

（令和４年６月１日前に）MCを装着（任意）

民間事業者に登録（例：AIPO、Fam、JKC等）

※手数料なし

環境省データベースに事前登録

令和４年１月

環境省データベースに登録

※義務
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MC装着及び環境省データベースへの登録

改正法施行日である令和４年６月１日から、MCの装着について犬猫等販売業者であるブ
リーダーやペットショップが取得した犬又は猫については義務となり、犬猫等販売業者以外
の者が所有している犬又は猫については努力義務となります。原則、MC装着から30日を経
過する日までに登録しなければなりません。
改正法施行日前は、犬猫へのMC装着は任意であり、犬猫等販売業者であるブリーダーや
ペットショップが所有している犬又は猫については、令和４年６月30日までに環境省データ
ベースに登録しなければなりません。犬猫等販売業者以外の者は、環境省データベースへ
の登録は任意になります。

環境省データベース
への登録

犬猫等販売業者 義務

犬猫等販売業者以外 努力義務

環境省データベース
への登録

犬猫等販売業者 施行日から30日を
経過する日までに登録義務

犬猫等販売業者以外 登録できる（任意）

MCの装着

装着した日から30日を
経過する日までに登録義務

MCの装着

任意

●令和４年６月１日以降のMC制度状況

●令和４年６月１日前のMC制度状況
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犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着（改正法第39条の２関係）

【マイクロチップを装着する者：獣医師、愛玩動物看護師】

・愛玩動物看護師・・・ 診療の補助として獣医師の指示の下に行われる場合のみ装着することができる。

診療の補助：愛玩動物に対する診療（獣医師法第17条に規定する診療をいう。）の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれ
が少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。（愛玩動物看護師法第２条第２項抜粋）

採血、投薬（経口など）、マイクロチップ挿入、カテーテルによる採尿など

＜改正法施行規則第21条の４第１項＞

犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。

・マイクロチップを装着する部位周辺に重大な疾患を有するとき

・磁気共鳴画像法(MRI)による画像診断を行う予定があり撮影に支障が生じる場合

その判断は、専門的な知識を有する獣医師によりなされることが望ましい。

【マイクロチップを装着する必要がない場合】

＜改正法施行規則第21条の４第３項第２号＞

例
示
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マイクロチップ装着証明書（改正法第39条の３関係）

【マイクロチップ装着証明書記載事項】

＜改正法施行規則第21条の５第１項第９号＞

獣医師が所属する診療施設名及び所在地を記載する運用

マイクロチップを装着した施設名及び所在地（診療施設にあっては、獣医療法施行規則第１条
第１項第３号に規定する開設の場所）

診療施設・動物愛護管理センターを想定

※イベント等や訪問診療で獣医師が勤務場所と異なる場所でマイクロチップを装着する場合

＜改正法施行規則第21条の５第１項第11号＞

マイクロチップを装着した獣医師の氏名

①マイクロチップを装着した獣医師

②マイクロチップを装着した獣医師にその装着の指示をした獣医師

③マイクロチップを装着した愛玩動物看護師にその装着の指示をした獣医師

＜改正法施行規則第21条の５第４項＞

●マイクロチップ装着証明書を発行した診療施設が廃業した場合等、再発行ができない場合が想定される。

⇒マイクロチップの装着を確認した獣医師によって発行される証明書（診断書等）を装着証明書とみなせる。 11
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＜新規則第21条の５第１項第９号関係＞

・診療施設

・動物愛護管理センター

※イベント等や訪問診療の場合

⇒装着した獣医師所属の診療施設

＜新規則第21条の５第１項第11号関係＞

① マイクロチップを装着した獣医師

② マイクロチップを装着した獣医師にそ
の装着の指示をした獣医師

③ マイクロチップを装着した愛玩動物看
護師にその装着の指示をした獣医師

※愛玩動物看護師の氏名は記載しない。

令和４年６月１日以降に犬猫にマイク
ロチップを装着した場合に使用できる
証明書になる。

※注意
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犬猫所有者のマイクロチップ情報登録項目

申請者 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）、住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）、
電話番号

１ 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号

２ 登録を受けようとする者の個人又は法人の別

３ 登録を受けようとする者の電子メールアドレス

４ 犬又は猫の所在地

５ 犬又は猫の名

６ 犬又は猫の別

７ 犬又は猫の品種

８ 犬又は猫の毛色

９ 犬又は猫の生年月日

10 犬又は猫の性別
11 ４から10までのほか犬又は猫の特徴となるべき事項
12 狂犬病予防法施行規則に基づく犬の登録年月日
13 狂犬病予防法施行規則に基づく犬の登録番号
14 申請書を提出する者（登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合）
15 動物取扱業者の別（登録を受けようとする者が動物取扱業者の場合）
16 第一種動物取扱業者の業種及び登録番号（登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者の場合）
17 第二種動物取扱業者の業種（登録を受けようとする者が第二種動物取扱業者の場合）
18 親の雌犬又は雌猫のマイクロチップの識別番号（登録を受けようとする者が犬猫等販売業者の場合）



普及啓発資材
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ご清聴いただきありがとうございました。
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